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千
葉
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 
規

則 

 

千
葉
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
十
六
号 

 
 

 

千
葉
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
事
務
委
任
規
則
□
昭
和
三
十
一
年
千
葉
県
規
則
第
三
十
三
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
□ 

 

第
五
条
第
一
項
中
□
カ
か
ら
タ
□
を
□
タ
か
ら
ソ
□
に
改
め
□
同
項
第
十
七
号
ニ
中
□
ト
か
ら
ヌ
ま

で
□
ワ
及
び
レ
か
ら
ツ
ま
で
□
を
□
ル
□
ヲ
□
ヨ
□
ツ
及
び
ネ
□
に
改
め
□
同
号
ヘ
中
□
第
八
条
□
を

□
第
八
条
第
一
項
□
に
改
め
□
同
号
中
ネ
を
ラ
と
し
□
ヲ
か
ら
ツ
ま
で
を
カ
か
ら
ナ
ま
で
と
し
□
同
号
ル

中
□
ヲ
□
を
□
カ
□
に
改
め
□
同
号
中
ル
を
ワ
と
し
□
ト
か
ら
ヌ
ま
で
を
リ
か
ら
ヲ
ま
で
と
し
□
ヘ
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

 
 

ト 

第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

チ 

第
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
□
診
療
所
□
助
産
施
設
又
は

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
□
リ
□
ヌ
及
び
ナ
に
お
い
て
同
じ
□
□
□ 

 

第
五
条
第
一
項
第
十
八
号
中
ニ
を
ホ
と
し
□
ハ
を
ニ
と
し
□
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

 
 

ハ 

第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

第
五
条
第
二
項
第
二
号
中
□
第
五
十
六
条
第
一
項
□
の
下
に
□
□
第
百
四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
□
□
□
を
加
え
□
同
条
第
四
項
中
□
カ
か
ら
タ
□
を
□
タ
か
ら
ソ
□
に
改
め
る
□ 

 

第
七
条
の
四
に
次
の
二
号
を
加
え
る
□ 

 

三 

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
□
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
□
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

イ 

第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
不
合
格
の
処
分
を
し
た
と
き
の
通
知
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

ロ 

第
七
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
不
合
格
の
処
分
を
し
た
と
き
の
通
知
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

四 

基
準
器
検
査
規
則
□
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
一
号
□
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

イ 

第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
不
合
格
の
処
分
を
し
た
と
き
の
通
知
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

第
十
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
□ 

 

二
十
六 

農
業
次
世
代
人
材
投
資
事
業
□
経
営
開
始
型
及
び
推
進
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
□
□
及
び

千
葉
県
就
農
準
備
資
金
・
経
営
開
始
資
金
□
経
営
開
始
資
金
□
経
営
開
始
支
援
資
金
及
び
推
進
事
業

に
係
る
も
の
に
限
る
□
□
に
係
る
千
葉
県
補
助
金
等
交
付
規
則
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

第
十
一
条
第
一
号
イ
中
□
第
十
条
の
三
□
を
□
第
十
条
の
三
第
一
項
□
に
改
め
□
同
条
第
八
号
イ
中

□
第
四
十
五
条
□
を
□
第
六
十
五
条
□
に
改
め
□
同
号
ロ
中
□
第
四
十
九
条
□
を
□
第
六
十
九
条
□
に
改

め
□
同
号
ハ
中
□
第
五
十
条
□
を
□
第
七
十
条
□
に
改
め
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
□
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
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毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

8
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31
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千 葉 県 報 号外第２１号 令和 8 年 3 月 31 日（火曜日） 
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発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 
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購
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込
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〇
四
三
□
二
二
三
□
二
六
五
八 

 


